
平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
四
日
提
出

質

問

第

九

号

柔
道
整
復
師
の
卒
業
後
臨
床
研
修
の
制
度
化
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

秋

葉

賢

也

9



柔
道
整
復
師
の
卒
業
後
臨
床
研
修
の
制
度
化
に
関
す
る
質
問
主
意
書

近
年
の
医
療
の
進
歩
は
め
ざ
ま
し
く
、
高
齢
化
に
伴
う
疾
病
構
造
の
変
化
、
患
者
と
医
療
関
係
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
あ
り
方
、
国
民
の
医
療
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
及
び
国
民
の
医
療
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
等
、
医
療
を
取
り
巻
く
環
境
は
大

き
く
変
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
平
成
十
二
年
改
正
医
師
法
に
よ
り
四
年
後
の
平
成
十
六
年
度
か
ら
医
師
臨
床

研
修
制
度
が
実
施
さ
れ
、
平
成
十
八
年
度
か
ら
は
歯
科
医
師
臨
床
研
修
が
そ
れ
ぞ
れ
義
務
化
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
業
務
の
範
囲
内
で
、
患
者
の
負
傷
状
態
を
把
握
し
、
自
ら
が
施
術
で
き
る
疾
病
又
は
負
傷
で
あ
る
か
否
か

を
判
断
し
て
施
術
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
柔
道
整
復
師
に
お
い
て
は
、
臨
床
研
修
が
義
務
化
さ
れ
て
い
る
医
師
や
歯
科
医
師
と

異
な
り
、
未
だ
義
務
化
さ
れ
て
い
な
い
。
高
齢
社
会
を
迎
え
た
わ
が
国
に
お
い
て
柔
道
整
復
師
の
社
会
的
必
要
性
は
否
定
で
き

ず
、
そ
れ
故
、
卒
後
、
臨
床
研
修
施
設
に
お
い
て
臨
床
研
修
指
導
を
受
け
高
い
臨
床
能
力
を
修
得
す
る
こ
と
が
、
柔
道
整
復
師

に
求
め
ら
れ
る
。

右
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

医
師
法
、
歯
科
医
師
法
の
下
、
「
医
業
」
・
「
歯
科
医
業
」
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
「
医
師
」
・
「
歯
科
医
師
」

で
あ
る
。
従
っ
て
、
例
え
ば
理
学
療
法
士
が
患
者
に
理
学
療
法
を
行
う
場
合
、
医
師
の
指
示
が
必
要
と
さ
れ
る
。
他
方
、
柔

一



道
整
復
師
は
、
「
業
務
範
囲
内
で
自
ら
負
傷
の
状
態
を
把
握
し
自
ら
が
施
術
で
き
る
疾
病
又
は
負
傷
で
あ
る
か
否
か
等
を
判

断
し
て
施
術
」
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
ま
た
例
外
で
は
あ
る
が
、
「
応
急
手
当
を
す
る
場
合
」
、
脱
臼
又
は
骨
折
の
患
部
に

施
術
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
柔
道
整
復
師
に
対
し
て
、
「
卒
後
臨
床
研
修
」

を
義
務
化
し
な
い
理
由
は
何
故
か
。
理
由
を
お
示
し
頂
き
た
い
。

二

一
に
つ
い
て
は
、
質
の
高
い
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
求
め
る
患
者
の
利
益
だ
け
で
は
な
く
、
質
の
高
い
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
供
給

を
担
保
す
る
政
府
の
社
会
・
国
家
的
な
利
益
と
い
う
観
点
か
ら
鑑
み
て
も
、
柔
道
整
復
師
へ
の
卒
後
臨
床
研
修
の
義
務
化
は

合
理
的
で
あ
る
と
考
え
る
。
柔
道
整
復
師
の
臨
床
能
力
向
上
に
関
す
る
政
府
の
見
解
は
如
何
。

三

そ
も
そ
も
、
柔
道
整
復
師
の
卒
後
臨
床
研
修
の
義
務
化
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
、
政
府
に
お
い
て
検
討
さ
れ
て
き
た
の
か

ど
う
か
。

四

三
に
つ
い
て
、
も
し
検
討
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
れ
ば
、
政
府
の
検
討
内
容
に
つ
い
て
現
状
を
伺
い
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


